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改 正 前改 正 後

［同左］第３ 個人情報の利用目的等に関する義務 第３

以下の事項の他は通則ガイドラインの例による。 以下の事項の他は通則ガイドラインの例による。

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］

３ 利用目的による制限（法第18条関係） ３ 利用目的による制限（法第18条関係）

⑴ ［略］ ⑴ ［同左］

⑵ 法第18条第３項第１号（法令（条例を含む。以下この ⑵ 法第18条第３項第１号（法令に基づく場合）に規定する場第３

、第４ において同じ。）に基づく場合）に 合の例としては、通則ガイドライン３－１－５「利用目的に．１及び第６．２

規定する場合の例としては、通則ガイドライン３－１－５「 よる制限の例外」に掲げている場合以外に、次に掲げる場合

利用目的による制限の例外」に掲げている場合以外に、次に が考えられる。

掲げる場合が考えられる。

（例） （例）

・ 住民基本台帳法第12条の３に基づき、債務者の本人確 ・ 住民基本台帳法第12条の３に基づき、債務者の本人確

認のために住民票の写しを交付請求する際、市町村役場 認のために住民票の写しを交付請求する際、市町村役場

の職員の求めに応じて、不当な目的で請求するものでは の職員の求めに応じて、不当な目的で請求するものでは

ないことを証明するため、当該債務者の個人情報を提出 ないことを証明するため、当該債務者の個人情報を提出

する場合 する場合

・ 民事訴訟法第223条に基づく裁判所による文書提出命令 ・ 民事訴訟法第223条に基づく裁判所による文書提出命令

に対して文書を提出する場合 に対して文書を提出する場合

・ 民事訴訟法第186条に基づく調査の嘱託又は同法第226 ・ 民事訴訟法第186条に基づく調査の嘱託又は同法第226



条に基づく文書の送付の嘱託に応ずる場合 条に基づく文書の送付の嘱託に応ずる場合

なお、法令に、目的外利用の便益を得る相手方についての なお、法令に、目的外利用の便益を得る相手方についての

根拠のみあって、目的外利用をする義務までは課されていな 根拠のみあって、目的外利用をする義務までは課されていな

い場合には、債権回収会社は、当該法令の趣旨に照らして目 い場合には、債権回収会社は、当該法令の趣旨に照らして目

的外利用の必要性と合理性が認められる範囲内で対応するも 的外利用の必要性と合理性が認められる範囲内で対応するも

のとする。 のとする。

４ ［略］ ４ ［同左］

［同左］第７ 個人データの漏えい等の報告等の義務（法第26条関係） 第７

以下の事項の他は通則ガイドラインの例による。 以下の事項の他は通則ガイドラインの例による。

［略］ ［同左］１ １

２ 事業所管大臣への報告 ２ 事業所管大臣への報告

債権回収会社は、施行規則第７条各号に定める事態を知った 債権回収会社は、施行規則第７条各号に定める事態を知った

ときは、通則ガイドライン３－５－３（個人情報保護委員会へ ときは、通則ガイドライン３－５－３（個人情報保護委員会へ

の報告）に従って、個人情報保護委員会（法第150条の規定によ の報告）に従って、個人情報保護委員会（法第147条の規定によ

り法務大臣が報告を受理する権限の委任を受けている場合には り法務大臣が報告を受理する権限の委任を受けている場合には

、法務大臣）に報告しなければならない。 、法務大臣）に報告しなければならない。

。

備 考 表 中 の の 記 載 は 注 記 で あ る［ ］


